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JIS 適合性評価の料金規則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、一般社団法人電線総合技術センター（以下「センターという。」）が行う

JISへの製品適合性認証業務に係る料金等について定める。 

 

（適合性評価料金） 

第２条 JIS適合性評価に係る料金（旅費を除く。）は、別表１のとおりとする。 

 

（旅費） 

第３条 前条の料金に加えて、申請に係る工場審査又は臨時の認証維持審査のため、センター

の役職員が申請者又は認証取得者の工場又は事業場に出張したときは、申請者又は認証取

得者はセンターの旅費規則が定める旅費（支度料及び旅券交付手数料を除く。）を納めなけ

ればならない。 

 

（通訳費用） 

第４条 海外の工場又は事業場の工場審査において通訳が必要な場合の通訳の手配及びこれに

係る費用は、申請者又は認証取得者が負担するものとする。 

 

（料金等の支払期限） 

第５条 申請者又は認証取得者は、第２条の料金及び第３条の旅費について、センターから請

求書を受領した時は、速やかに請求書に記載された金額を納付しなければならない。 

２ センターは、前項の金額が支払われるまでは、工場審査及び製品試験に着手しないことが

できる。 

 

（納付された料金等の返納） 

第６条 センターは、次の表の左欄に掲げる場合には、同欄の区分に応じて、それぞれ右欄に

定める金額を申請者又は認証取得者に返納しなければならない。 

 

区分 返納金額 

誤って過剰な料金又は旅費を領収したとき 超過金額 

センターの都合により適合性評価ができなくなったとき 全額 

工場審査に着手する前に申請の取下げがあったとき 工場審査料及び旅費等の全額 

製品試験に着手する前に申請の取下げがあったとき 製品試験料の全額 

 

２ センターは、前項に規定する場合を除き一旦納付された金額は返納しないものとする。 

  

（財務諸表等の請求に係る料金） 

第７条 産業標準化法第４９条第２項の請求に係る費用は、次の表の左欄に掲げる場合に応じ

て、右欄に掲げる金額とする。 

 

財務諸表等の謄本又は抄本の交付 １ページにつき１０円 
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電磁的記録をもって作成された財務諸表等のCD-ROMによる交付 CD-ROM１枚につき５００円 

 

附則（平成２５年１０月１日） 

１ この規則は、平成２５年１０月１日より施行する。 

２ この規則の施行の際に現に受付が終了している申請については、なお、従前の例による。 

 

附則（２０２２年６月１日） 

１ この規則は、２０２２年６月１日より施行する。 

２ この規則の施行の際に現に受付が終了している申請については、なお、従前の例による。

 

附則（２０２３年１２月２０日） 

１ この規則は、２０２４年１月１日より施行する。 

２ この規則の施行の際に現に受付が終了している申請については、なお、従前の例による。

 

附則（２０２６年４月１日） 

１ この規則は、２０２６年４月１日より施行する。 

２ この規則の施行の際に現に受付が終了している申請については、なお、従前の例による。 
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別表１（第 2 条関係）                      (金額は消費税を含まな

い。) 

申請の種類 料金 

初回適合性評価 初回適合性評価の料金は、次の方法で算定した金額とする。 

初回適合性評価料金＝申請料＋製品試験料＋工場審査料 

 申請料 １規格につき22,000円 

 製品試験料 別表２の規格・種類に係る初回製品試験料の欄に掲げられた金額。

ただし、規格中に2以上の種類がある規格に対する2以上の種類の同

時申請であり、異なる種類において同一のシース又は絶縁体及びそれ

らの材料として耐燃性ポリエチレンが使用されている場合には、次の

式で算定した金額とする。 

 １規格において2以上の種類を申請する場合の製品試験料＝申請規

格の種類毎の初回製品試験料を全て加えた金額―シース試験不要種類

数ｘシース試験控除－絶縁体試験不要種類数ｘ絶縁体試験控除―耐燃

性ポリエチレン発煙濃度等試験不要種類数ｘ耐燃性ポリエチレン試験

控除 

 工場審査料 90,000円（2人１日につき）。工場審査に要する日数が1日を超える

場合には、超える半日ごと45,000円を加算する。なお、工場審査に

要する日数には、浜松市の電線総合技術センターから審査対象の工場

又は事業場までの往復の日数を含むものとする。 

定期認証維持審

査 

定期認証維持審査の料金は、次の方法で算定した金額とする。 

定期認証維持審査料金＝申請料＋製品試験料＋工場審査料 

申請料 １規格につき22,000円 

製品試験料 別表２の規格・種類に係る定期認証維持製品試験料の欄に掲げられ

た金額。ただし、規格中に2以上の種類がある規格に対する2以上の

種類の同時申請であり、異なる種類において同一のシース又は絶縁体

及びそれらの材料として耐燃性ポリエチレンが使用されている場合に

は、次の式で算定した金額とする。 

 １規格において2以上の種類を申請する場合の製品試験料＝申請規

格の種類毎の定期認証維持製品試験料を全て加えた金額―シース試験

不要種類数ｘシース試験控除－絶縁体試験不要種類数ｘ絶縁体試験控

除―耐燃性ポリエチレン発煙濃度等試験不要種類数ｘ耐燃性ポリエチ

レン試験控除 

 工場審査料 90,000円（2人１日につき）。工場審査に要する日数が1日を超える

場合には、超える半日ごと45,000円を加算する。なお、工場審査に

要する日数には、浜松市の電線総合技術センターから審査対象の工場

又は事業場までの往復の日数を含むものとする。 

臨時の認証維持

審査（種類の変

更又は追加） 

種類の変更又は追加に係る料金は、次の方法で算定した金額とする。 

種類の変更又は追加に係る料金＝申請料＋製品試験料＋工場審査料 

なお、製品試験及び工場審査の内容は、申請書の提出を受けてから判断す

る。 

 申請料 １規格につき22,000円 

 製品試験料 変更又は追加の申請をする種類に係る別表２の初回製品試験料の欄に

掲げる金額の全部又は一部（一部の場合には工数に応じた料金とし、
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別途見積る。） 

 工場審査料 90,000円（2人１日につき）。工場審査に要する日数が1日を超える

場合には、超える半日ごと45,000円を加算する。なお、工場審査に

要する日数には、浜松市の電線総合技術センターから審査対象の工場

又は事業場までの往復の日数を含むものとする。 

臨時の認証維持

審査（製品仕様

の変更） 

製品仕様の変更に係る料金は、次の方法で算定した金額とする。 

製品仕様の変更に係る料金＝申請料＋製品試験料（製品試験が必要な場合のみ）＋工

場審査料（工場審査が必要な場合のみ。） 

なお、製品試験及び工場審査の必要性の有無並びに必要な場合の試験項目及び工場審

査の内容については申請書の提出を受けてから判断する。 

 申請料 １規格につき22,000円 

 製品試験料 製品仕様の変更を申請する製品の規格・種類に係る別表２に掲げる初

回製品試験料の全部又は一部（一部の場合には工数に応じた料金と

し、別途見積る。） 

 工場審査料 90,000円（2人１日につき）。工場審査に要する日数が1日を超える

場合には、超える半日ごと45,000円を加算する。なお、工場審査に

要する日数には、浜松市の電線総合技術センターから審査対象の工場

又は事業場までの往復の日数を含むものとする。 

臨時の認証維持

審査｛品質管理

体制の変更（品

質管理責任者の

変更を除く。）｝ 

品質管理体制の変更（品質管理責任者の変更を除く。）に係る料金は、次の方法で算

定した金額とする。 

品質管理体制の変更に係る料金＝申請料＋工場審査料（工場審査が必要な場合のみ。） 

なお、工場審査の必要性の有無及び必要な場合の内容については、申請書の提出を受

けてから判断する。 

申請料 1工場又は1事業場につき22,000円 

工場審査料 90,000円（2人１日につき）。工場審査に要する日数が1日を超える

場合には、超える半日ごと45,000円を加算する。なお、工場審査に

要する日数には、浜松市の電線総合技術センターから審査対象の工場

又は事業場までの往復の日数を含むものとする。 

臨時の認証維持

審査（品質管理

責任者の変更） 

1工場又は１事業場につき11,000円 

試験所審査 90,000円（2人１日につき）。試験所審査に要する日数が1日を超える場合には、越

える半日ごと45,000円を加算する。なお、試験所審査に要する日数には、浜松市の

電線総合技術センターから審査対象の試験場までの往復の日数を含む。 

認証書の再交付

（住所等の記載

事項の変更を含

む。）又は副本

の交付 

1規格につき11,000円 

認証維持料 1工場又は1事業場につき、1年間につき60,000円 

試験成績書の発

行（備考２） 

1規格1種類につき11,000円 

備考１）シース試験控除 5,500円、絶縁体試験控除 5,500円、耐燃性ポリエチレン試験控除 

27,500円 
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別表２（別表１関係） 

 

製品試験料                       （単位：円。消費税を含まない。） 

JIS番

号 
規格名 種類(記号) 

製品試験料備考1) 

 

初回 定期認証維持 

C 3101 電気用硬銅線  117.000 117.000 

C 3102 電気用軟銅線  117.000 117.000 

C 3306 ビニルコード VSF,VTF,VFF,VTCF,VCTFK,HVSF

,HVTF,HVFF,HVCTF,HVCTFK 

154,000 126,000 

C 3307 600Vビニル絶縁電線（IV） IV 158,000 130,000 

C 3317 600V二種ビニル絶縁電線

（HIV） 

HIV 158,000 125,000 

C 3340 屋外用ビニル絶縁電線（OW） OW 141,000 122,000 

C 3341 引込用ビニル絶縁電線（DV） DV2R,DV3R,DV2F,DV3F 155,000 130,000 

C 3342 600Vビニル絶縁ビニルシースケ

ーブル 

VVF,VVR 166,000 133,000 

C 3401 制御用ケーブル CVV,CEV,CCV 166,000 133,000 

CEE,CCE 147,000 136,000 

CEE/F,CCE/F 222,000 183,000 

C 3502 テレビジョン受信用同軸ケーブ

ル 

TVECX,TVEFCX,S-4C-FB,S-5C-

FB,S-7C-FB,S-5C-HFL,S-7C-

HFL,S-10C-HFL,S-5C-HFL-

SS,S-7C-HFL-SS,S-10C-HFL-SS 

174,000 162,000 

C 3605 600Vポリエチレンケーブル備考2) EV,CV,EE,CE 

CVD,CVT,CVQ,CED,CET,CEQ, 

150,000 136,000 

EE/F,CE/F,EEF/F,CEE/F, 

CED/F,CET/F,CEQ/F 

222,000 177,000 

C 3612 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電

線 

IE/F 217,000 169,000 

備考1）製品試験料は、1規格1種類毎の金額を示す。 

備考2) 初回申請時JIS C3605の単心及び単心より合わせ形の製品試験料は、同一線心の種類毎に

次の計算式で算出する。 

1×種類毎の料金＋53,000×(申請種類数-1) 

例：単心CV,CVD,CVT及びCVQ並びに単心CE/F,CED/F,CET/F及びCEQ/Fの8種類の初回申請の

場合の料金(税抜き) 

CV単心より合わせ形料金：1×150,000+(4-1)×53,000=303,000 

CE/F単心より合わせ形料金：1×222,000+(4-1)×53,000=381,000 

合計：\684,000 

なお、多心一括シース形も製造する場合は、種類毎の上記料金に(種類毎の料金－控除額)の金額

を加える。 

例：例：単心CV,CVD,CVT及び多心丸形CVを製造する場合 

CV単心より合わせ形料金：1×150,000+(4-1)×53,000=332,000 

備考２）試験成績書発行料は、申請者が1規格1種類の試験に対して2通以上の試験成績書の発行を希

望する場合の2通目からの発行料金（1通目は無料） 



JIS 適合性評価の料金規則                       JDD 05066-9 
2005.9.26 制定                                2026.4.1 

 6 / 7 
 

多心一括シース形CVの料金：150,000-11,000(シース及び絶縁体試験控除)= 139,000 

合計：\471,000 

 

定期認証維持申請時について、単心(多心一括シース形を含む)および単心より合わせ形を複数取得

している場合、単心の製品試験料に(1種類の単心より合わせ形の製品試験料－控除額)の金額を加

える。なお、単心より合わせ形のみ複数取得している場合は、1種類の単心より合わせ形の料金と

する。 

例：CV(単心、多心一括シース形),CVD,CVT及びCVQ並びにCE/F(単心、多心一括シース

形),CED/F,CET/F及びCEQ/Fの8種類の料金(税抜き) 

CV製品試験料：1×136,000+1×136,000-11,000(シース及び絶縁体試験控除)=261,000 

CE/F製品試験料：1×177,000+1×177,000-38,500(シース及び絶縁体試験控除、耐燃性ポリ

エチレン試験控除)=315,500 

合計：\576,500 
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品 質 文 書 改 廃 履 歴 

 

文書名 ： JIS 適合性評価の料金規則 

改訂No 改訂年月日 内        容 承 認 確 認 作 成 

0 2005.09.26 制 定 会 田 若 月 河 合 

1 2006.06.01 (1) 表2-3の配線用差込接続器を削除。 葛 下 山 田 河 合 

2 2009.4.20 

(1) 表 1 の注に、臨時の認証維持審査に関する規定及び変更手続の料金規

定を追加。 

(2) KIV,HKIVの試験料を追加。 

田 邊 山 田 深 谷 

3 2011.04.01 

(1) 表1の認証料金の算定方法を見直し 

(2) JIS認証範囲拡大に伴い、拡大範囲の製品に対する試験料を追加 

(3) 耐燃性ポリエチレンに係る発煙濃度試験及び燃焼時発生ガス試験の

料金を明記 

田 邊 山 田 深 谷 

4 2011.09.20 
 (1) 財務諸表等の交付に係る費用を追加し明確にした。   

 

5 2013.06.10 
(1)名称を「JIS適合性評価の料金規定」から「JIS適合性評価の料金規則」

に変更した。」 
  

 

6 2013.10.01 

(1) 製品試験及び工場審査料等について、過去 2 年間の実際の原価(人件費

及び物件費)に基づいて料金を見直した。 

(2) ISO9001 認定工場とそれ以外の工場に対する工場審査料を同額とし

た。 

(3) 同時に複数品目の試験を実施する場合に対する品目数に応じた割引率

による割引を廃止した。 

   

7 2022.06.01 (1) 別表1の認証料金を改正した。 

 

 

8 2023.12.20 
(1) JIS C3605単心より合わせ形追加(種類の追加)に伴い、当該製品の定期

認証維持審査時の試験料金について規定を追加した。 
佐藤 佐野 深谷 

9 2026.4.1 (1) 認証規格の取下げに伴い、別表2 製品試験料を修正した。 佐藤 佐野 林 

10      


